














特別定額給付金
鳥栖市からの重要なお知らせ鳥栖市からの重要なお知らせ

に関するご案内

①特別定額給付金申請書
②本人確認書類のコピー
③通帳などのコピー

※基準日（令和2年4月27日）において、鳥栖市の住民基本台帳に登録されている方（外国籍の方も対象）

※口座をお持ちでないなど、やむを得ない場合は現金給付も可能です

（１）郵送申請の場合

（２）オンライン申請の場合

市から郵送で「特別定額給付金に関するお知らせ」が届きます

同封している返信用封筒に以下のものを入れて、返送してください
●特別定額給付金申請書（受取口座の番号や名義の記入間違い、記入漏れに
　ご注意ください）
●本人確認書類の写し（運転免許証、マイナンバーカードなどのコピー）
●受取口座の通帳やキャッシュカードなどの写し

新型コロナウイルス感染防止の観点から、基本「郵送申請」またはマイナンバーカードを使っ
た「オンライン申請」となりますのでご協力をお願いします

マイナンバーカードを活用し、マイナポータル上の特別定額
給付金申請画面から申請してください。

緊急経済対策の趣旨を踏まえ、迅速な給付開始を目指します！

皆さまの元に届く封筒 返信用封筒

マイナポータル

ポストへ投函

給付対象者１人あたり10万円

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急経済対策として、
「特別定額給付金」が給付されます。

給付対象者

申請方法

給付方法
世帯主名義の銀行口座へ、世帯員全員分をまとめて振り込みます

鳥栖市にお住いのすべての方

給付額

給付開始日


















